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お知らせ

　令和 2 年 8 月 28 日（金）の第２回理事会において、総務委員
会の提言により毎年 9 月 28 日を当会創立記念日とすることが決ま
りました。
　この日は、昭和 25 年（1950 年）の同日、当会の前身「香取法人会」
の設立総会が開催され任意団体として発足したことに由来してい
ます。
　今後この記念日を会活動の活性化につなげていくことも確認さ
れました。
　また、本会はちょうど本年で満 70 年を迎えたことになります。
　現在、実行委員会において、記念式典の開催や記念誌の発行な
どの企画が検討されています。
　ご期待下さい。
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佐原法人会　創立 70 周年にあたり

　公益社団法人　佐原法人会は、税務ご当局はじめ多くの関係者各位並び会員皆様のご尽力により、本
年９月 27 日に創立 70 周年を迎えることとなりました。
　当会は前身である香取法人会が昭和 25 年に任意団体としてスタート、昭和 50 年 12 月 25 日社団法人
として認可され、その名も新しく佐原法人会と改名されました。その後、平成 25 年 3 月 25 日に千葉県
知事より公益社団法人として認定を受け現在にいたっております。これも税務ご当局はじめ関係各官庁
及び友誼団体各位のご指導、ご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。
　また、8 月末現在で総会員数 1,000 社の組織となり、順調な活動を継続しておりますのも、会員のご
理解とご協力、加えて歴代役職員皆様のご尽力によるものであり、深く感謝するところです。
　2020 年という節目を迎える今年は、半世紀ぶりとなる東京オリンピック・パラリンピックが盛大に開
催され華やかな 1 年となる予定でしたが、年初よりの世界各地に飛び火した新型コロナウィルス感染症
の拡大により、残念ながら１年先に延期となりました。
　同様に、私どもの地域でも生活、経済と大きな影響を被ることとなり、今後どこまで続くのか分かり
ませんが、先行きは不透明と言わざるを得ません。
　また本年９月には、2012 年以来の長期政権、第２次安倍内閣・安倍総理の健康不良による突然の辞任
により、陰で支えてきた菅前官房長官が第 99 代内閣総理大臣として、コロナの感染防止並び経済の立て
直しなど課題山積のなか誕生し船出しました。
　そのような中で、私どもといたしましては、税のオピニオンリーダーとしてだけでなく、会の基本理
念である「よき経営者を目指すものの団体」として、地域密着で地元の健全な発展に貢献できるよう会
活動を進めてまいりますので、今後ともご指導、ご協力をお願い申し上げます。
　今後の当会の発展と会員企業のご繁栄、皆々様のご健勝とご活躍を心から祈念申し上げ、創立 70 周年
の挨拶といたします。

会長　香取　信治
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ENEOS 株式会社特約店

支 部 別 目 標 数

令和 2 年度会員増強運動
　9 月1日～12 月末日まで

　秋気澄む季節となりました。会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
また平素より組織委員会へのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　現状、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、加入勧奨に困難が伴う状況が続いておりますが、
会員増強は法人会存続に係る重要な取組みであることから、最低限の活動を継続してまいりたいと考え
ております。
　下記に支部単位の会員数、加入率並びに会員増強目標、平成 30 年度、令和元年度の実績が掲載されて
います。会員の皆様の人脈を生かして、一人でも多く会員増強をお願い申し上げますと共に退会防止に
もご配慮をお願い申し上げます。
　結びに会員の皆様の益々のご繁栄を祈念申し上げます。

組織委員長 ( 副会長 )

白 鳥　威
た け お

夫

組 織 委 員

久保木　清　　本宮　丈男　　髙橋　勝則

浅野　　恒　　田村　和良　　諏訪　正基

浅野　由加　　萩原　吉春　　矢部　元茂

杉山　恵司　　永井みつ江　　遠山　和廣

佐 原
神 崎
小見川
山 田
栗 源
多 古
東 庄

計

支部 2 年 8 月末
現在会員数

加入率
（％）

法人（含賛助）
目標数

賛助個人
目標数

30 年度
獲得実績数

法人
（含賛助）

法人
（含賛助）賛助個人 賛助個人

令和元年度
獲得実績数

405

47

205

87

31

169

78

1022

49.8％

54.7％

55.9％

75.0％

52.5％

69.3％

44.8％

54.9％

2

1

2

1

1

1

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4

7

2

2

1

23

5

1

6

14

2

5

3

24

4

5

1

1

11
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　佐原法人会では平成 23 年７月より、香取郡市内 10 ヶ所にキャップ回収 BOX を設置しております。
ご提供いただいたエコキャップは再生プラスチック原料として換金し、医療支援や障がい者援、子ども
たちへの環境教育等、様々な社会貢献活動にあてられています。
　
回収効果　　・キャップ 430 個で 3,150g の Co2 削減
　　　　　　・キャップ 430 個の再資源化で 10 円

元年度キャップ回収実績 （期間 4 月 1 日～ 9 月末日まで）

支部等

佐　原

神　崎

多　古

累　計　

回収回数

  6 回

  3 回

  2 回

12 回

数量（約）

117.5kg

59.1kg

41.4kg

232.0kg

369.8kg

186.2kg

130.4kg

730.5kg

50,482 個

25,413 個

17,802 個

99,717 個

個　　数 CO2

ペットボトル・キャップ回収運動



（4）

令和 3 年度税制改正に関する提言（概要）
　本年は岩手県で予定された全法連全国大会が来年に延期となったため、税制改正提言は新聞紙上に掲
載されました。（10 月 5 日、日本経済新聞朝刊の意見広告）以下はその要約です。

法人会からの提言

コロナ禍の中小企業を救う「税制措置」と
未来のための「財政健全化」を求めます！

中小企業を中心として全国約 80 万社の会員企業で構成される “ 経営者の団
体「” 公益財団法人 全国法人会総連合 ( 略称 : 全法連 )」は、9 月 24 日開催
の理事会において「令和 3 年度税制改正 提言」を決議しました。地域経済
と雇用の確保の担い手である中小企業は、新型コロナウイルス の影響によ
り、厳しい局面に立たされています。まずは、経営実態等を見極めながら、
中小企業 が事業を継続するために必要な支援策や税制措置を講じることを
強く求めています。また、 我が国財政は地方を合わせた長期債務残高が1,100
兆円を超し国内総生産 (GDP) の 2 倍と、 先進国の中で突出して悪化してい
ますが、そこに今回の新型コロナ対策による多額な債務が 上乗せされまし
た。我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口が減少
する という極めて深刻な構造問題を抱えています。このため、将来世代に
負担を先送りしないよう 財政健全化にも配慮することとし、社会保障制度
の基本的考え方や、国・地方を通じて徹底 した行財政改革の推進などにつ
いても提言しています。今後、この提言に基づき、全法連は 政府・政党に、
各地の法人会からは、それぞれの自治体などに対して提言活動を行ってまい
ります。

公益財団法人 全国法人会総連合

　会長 　小林 栄三
伊藤忠商事（株）名誉理事
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令和 3 年度税制改正スローガン
● コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、中小企業に実効性ある支援と税制措置を! 
● 厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収束後には本格的な税財政改革を!

1. 新型コロナウイルスへの対応と財政健全化
新型コロナの影響は長期化の様相を見せており、資金力
の弱い中小企業はすでに限界にきている。その経営実態
等を見極めながら、雇用と事業と生活を守るための支援
策を引き続き講じていく必要がある。また、新型コロナ
拡大の収束を見据えつつ、税制だけでなくデジタル化へ
の対応や大胆な規制緩和をスピード感をもって行うなど、
日本経済の迅速な回復に向けた施策を講じる必要がある。
なお、財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後に
は本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準備を
進めることが重要である。

2. 社会保障制度に対する基本的考え方
持続可能な社会保障制度を構築するには、適正な「負担」
を確保するとともに、「給付 」を「重点化・効率化」に
よって可能な限り抑制することが必須である。また、社
会保障のあり方では、「自助」「公助」「共助」の役割
と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点も重要である。

3. 行政改革の徹底
地方を含めた政府と議会は「まず隗より始めよ」の精神
に基づき自ら身を削るなど行政改革を徹底しなければな
らない 。

4. マイナンバー制度
マイナンバー制度は、すでに運用を開始しているが、マ
イナンバーカードの普及率が低いなど、国民や事業者が
正しく制度を理解しているとは言い難い。それは今般の
新型コロナ対策でも給付金申請手続きの混乱などで明ら
かになった。政府は制度の意義等の周知に努め、マイナ
ンバーカードを活用する仕組みづくりに本腰を入れる必
要がある。

I　税・財政改革のあり方
1. 法人税関係
中小企業は地域経済の担い手であるだけではなく、我が
国経済の礎である。グローバル経済や厳しい環境変化に
対応し、その存在感を維持できるような 税制の確立が求
められる。そうした中で、中小企業は新型コロナ拡大に
よる深刻な影響を受け不安が増幅している。さらに、自
然災害による被害も多発するなど中小企業を取り巻く環
境は一段と厳しさを増しており、事業を継続していくた
めの税制措置の拡充等が必要である。
 
(1) 中小法人に適用される軽減税率の特例 15% の本則化、
　適用所得金額の引上げ。
(2)「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資産の取得
　価額の損金
算入の特例措置」の拡充、本則化。
(3)「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税
　制上の措置」の延長、拡充。　等

2. 消費税関係
消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠かせ
ないが、昨年 10 月に導入された軽減税率制度は事業者
の事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。
このため、かねてから税率 10% 程度までは単一税率が望
ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで
対応するのが適当であることを指摘してきた。国民や事
業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題が 
あれば同制度の是非を含めて見 直しが 必 要である。
(1) 現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」は、
令和 3 年 3 月末日をもって適用が終了することとなって
いる。今般の新型コロナにより、中小企業が多大な影響
を受けていることを考慮すると、同特別措置の適用期限
を延長するとともに、中小企業が適正に価格転嫁できる

II　中小企業が事業継続するための税制措置
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1825 年創業（195 年）小江戸佐原で酒質にこだわり伝統を守りなが
ら県内現存唯一の酒米「総の舞」（ふさのまい）を全量使用した純米吟
醸・純米大吟醸「卯兵衛」（うへい）は県内の生産者が丹精込めて作っ
たお米と南部杜氏協会元会長及川恒男氏のもと新杜氏に就任した熊
谷茂夫が醸した、まさに県を代表する地酒です。是非ご賞味ください。

今般の新型コロナウイルス拡大は、東京一極集中のリス
クを浮き彫りにする一方、地方分権化と広域行政の必要
性も改めて問いかけることになった。そもそも地方分権
化は国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化
を図ることであり、地方活性化の観点からも重要である
ことが指摘されてきた。これを機に分権化の議論がさら
に高まることを期待したい。

III　地方のあり方

※提言書の全文は、全法連ホームページに
掲載しておりますので、ご覧ください。

よう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。
(2) 令和 5 年 10 月からの「適格請求書等保存方式」導入
に向け、令和 3 年 10 月より「適格請求書発行事業者」
の登録申請がはじまる。こうした中で新型コロナの拡大
が特に小規模事業者等の事業継続に多大な影響を与えて
いる。これら事業者が事務負担増等の理由により廃業を
選択することのないよう、現行の「区分記載請求書等保
存方式」を当面維持するなど、弾力的な対応が求められる。　
等

3. 事業承継税制関係
我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性
化や雇用の 確保などに大きく貢献している。中小企業が
相続税の負担等によって事業 が承継できなくなれば、経
済社会の根幹が揺らぐことになる。平成 30 年度の 税制
改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜
本的な対応が 必 要と考える。
(1) 事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継
　税制の創設
(2) 相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

4. 地方税関係
(1) 固定資産税の抜本的見直し
(2) 事業所税の廃止 等
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～ 地 域 と 共 に 1 0 0 年 ～ アフラック・オリックス生命
ソニー生命

<簿記講習会>　佐原商工会議所と共催
令和 2 年 9 月 11 日～ 11 月 13 日　開催
　　　　　　　　　　　　　　　　於：佐原商工会議所
　日商簿記検定商業簿記 3 級程度の簿記講座を 16 日間

（32 時間）の日程で開催。
　講師は、高比良岺生税理士事務所　主査　小林明美氏。
佐原商工会議所と共催で、10 年連続の開催。
　11 月 15 日（日）には日商簿記検定試験があります
ので、受講生の皆さんがんばって下さい。

本会の活動
支部長・組織委員会・厚生委員会合同会議

厚生委員会（生活習慣病健診）

令和 2 年 8 月 11 日　開催
　　　　　　　　　　　　　於：「つる吉」さん
　例年、会員増強のあり方について、理事会に上程する
ための協議を行っています。
　本年度についても、コロナ禍の中にあっても会員増強
は法人会存続に係る重要な取組みであることから、最低
限の活動を継続していきたい旨の方針を確認しました。
　またこのあと今年度福利厚生制度の推進について、各
保険会社からの説明を受けました。

令和 2 年 8 月 6 日・7 日　開催
　　　　　　　　　　　　　於：香取市佐原文化会館
　会員の経営者・従業員の健康管理充実のため、( 一財 )
全日本労働福祉協会により検診車等を派遣し、佐原文化
会館及び佐原中央公民館にて実施。
　2 日間で 38 社の会員事業者、143 名の方が検診に参
加しました。
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〈ゴルフ実行委員会〉

〈税制委員会〉

◆講師：吉原 朝馬 氏 (よしわら ちょうば )

◆日時：令和3年1月30日(土 )午後2時

◆会場：香取市佐原文化会館

笑う人 この世の中を 長く生き

〈研修委員会〉

令和
3年度

【各委員会から行事のお知らせ】

「創立70周年」第32回チャリティーゴルフ大会

※お申込みは、佐原法人会事務局または各商工会までお願いします。

令和 2 年 11 月 19 日（木）

成田東カントリークラブ
3,000 円

日 時

場 所

参加費 （チャリティー代含む・プレー代等別途）

※プレー代・グリーンフィー昼食代等含めキャディーなし7,500円程度

新春講演会

令和 2 年 11月 24 日 ( 火 )
午後１時より用紙配布　◎午後１時 30 分より研修会

香取市佐原文化会館

『年末調整のしかた』

佐原税務署法人課税担当官

日 時 ：

会 場 ：

テーマ ：

講 師 ：

入場無
料

税務研修会の開催
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法人会事務所
佐原商工会議所会館

別館2F
TEL 0478（54）3387
FAX 0478（52）5657

千葉銀行

佐原
信用金庫

銚子→
千葉
興業銀行

京葉銀行
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